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久留米市総合計画審議会 傍聴要領 
 

（趣 旨） 
第１条 この要領は、久留米市総合計画審議会（以下、｢審議会｣という。）の傍聴に関し必要な事

項を定めるものとする。 
 

（会議の非公開） 
第２条  会長は、審議会に諮り、当該会議を非公開とすることができる。 
 

（傍聴手続き） 
第３条 傍聴を許可する者（以下、｢傍聴者｣という。）の定員は、２０名以内とする。ただし、開催会

場の都合により許可する人数を制限することがある。 
２  傍聴を希望する者（以下、「傍聴希望者」という。）は、開会時刻までに、開催会場で受付をし、

会長の許可を得たうえで、係員の指示に従い会場に入室すること。なお、会議開会後の入場は

認めない。 
３  傍聴希望者は、会議の当日、先着順で受付を行い、定員になり次第受付を終了する。 
 

（傍聴席） 
第４条 傍聴者は、指定された場所で傍聴しなければならない。 
 

（傍聴者の守るべき事項） 
第５条 傍聴者は、次項に定める事項を守らなければならない。 

（１） 会議開催中は、静かに傍聴すること。 
（２） 傍聴者は、発言をすることはできない。また、傍聴者は、拍手その他の方法により公然と可

否を表明しないこと。 
（３） 騒ぎ立てるなど、議事の妨害をしないこと。 
（４） 示威的行為をしないこと。 
（５） 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 
（６） 携帯電話等の無線機を使用しないこと。 
（７） 会場において、会長の許可なく、当該会議の模様の録音・撮影等を行わないこと。 
（８） みだりに傍聴席を離れないこと。 
（９） その他、会場の秩序を乱し、当該会議開催の支障となる行為をしないこと。 

 

（傍聴者の退場） 

第６条 傍聴者は、次の場合は、すみやかに退場しなければならない。 

（１） 第２条第１項の規定により、会長が当該会議を非公開と宣言し、傍聴者の退場を命じたと

き。 

（２） 審議会における議案の審議が終了したとき。 

 

（係員の指示） 

第７条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。 
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（秩序の維持） 

第８条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴者に必要な命令をすることができる。 

２ 会長は、傍聴者がこの要領に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは傍聴者

を退場させることができる。また、退場を命じられた者は、当日再び会場に入ることはできない。 

 

 附 則 
 
この要領は、平成２５年９月２日から施行する。 
 
 
 



1/2  

○久留米市総合計画審議会規則 

昭和４５年４月２１日 

久留米市規則第３０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例（昭和３３年久留米市条例第８号）

第３条の規定に基づき、久留米市総合計画審議会（以下「審議会」という。）に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ総合計画に関する事項について調査審議し、意見を答申す

るものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員４０人以内をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。 

(1) 市議会議員 

(2) 市教育委員会委員 

(3) 市農業委員会委員 

(4) 市職員 

(5) 市の区域内の公共的団体の役員及び職員 

(6) 学識経験者 

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、第２条に定める諮問にかかる事務が終了したときは、

解任されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
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３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６２年７月１日規則第１７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年４月１日規則第１７号附則第３項）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日規則第４２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１１年９月１４日規則第４８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１３４号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３０日規則第４１号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 



平成１８年２月１４日 

 

久留米市長  江 藤  守 國 殿 

 

久留米市総合計画審議会 

会長  吉 田 帰 命 

 

 

久留米市新総合計画基本計画の見直しについて（答申） 

 

 

平成 17 年 9 月 17 日付 17 企第 284 号をもって当審議会に諮問された、久留米市新

総合計画基本計画の見直しについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおり答申いた

します。 

なお、答申を受け作成する基本計画の推進に当たっては、下記の事項に留意し、努力

されるよう要望します。 

 

記 

 

本審議会では、合併後の新久留米市の都市づくりは、久留米市新総合計画基本構想を

受け継ぎながらも、本格的な人口減少社会や超高齢社会の到来などの歴史的な転換期に

直面していること、これまでの成長や量的拡大を前提とした制度やシステムから新たな

国づくりの基盤となる仕組みへの再構築が求められていること、などの久留米市を取り

巻く時代認識・環境認識のもと次のような事項を要望します。 

 

１．広域的な都市づくりと合併後の一体感の醸成 

久留米市は、佐賀県東部を含む福岡県南地域の中核的な都市として発展してきました。

また、広域合併が実現した現在、様々な地域資源の集積や魅力も高まっています。 

基本計画の推進に当たっては、新市としての一体感の醸成に取り組むとともに、戦略

的な都市経営の徹底を図ること。 

 

２．中核市の実現と自律した都市づくり 

久留米市は、平成 20 年 4 月の中核市移行に向けて準備を進めており、中核市にふさ

わしい都市づくりに取り組む必要があります。 

中核市は、数多くの権限が移譲される反面で、自らの都市を自らが治め、責任ある都

市づくりを実践することが求められる制度です。そのためには、久留米市で生活し活動
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する市民・企業・行政等が知恵や工夫、実行力を発揮できる自律した都市づくりに取り

組む必要があります。 

基本計画の推進に当たっては、中核市への移行が単に権限移譲に終わることなく、自

律した都市づくりの契機となるような施策等の実施を行うこと。 

 

３．協働の都市づくりの徹底 

新久留米市の都市づくりに当たっては、市民の自発的活動を主体とする「市民と行政

の協働」を一層徹底する必要があります。しかしながら、未だ、市民や企業等の持つ多

様な個性や活動を都市づくりに取り込む仕組みが具体的な姿として見えていません。 

今後、市民等との協働は不可欠であり、一層重要となってきますので、協働について

の仕組みづくり、市民自らの活動への支援等の具体的な施策を行うこと。 

 

４．不透明な財政状況と行財政改革・官から民への移行促進 

地方分権の進展によって、地方公共団体は市民サービスに身近なサービスの担い手と

なる一方で、これらサービスを実施する財源については、地方交付税の削減や補助金削

減など厳しさを増しており、将来の財源見通しについても不透明感が増しています。 

このような観点から、今回、基本計画期間を前期 5 ヵ年と後期 5 ヵ年に区分し、財政

的な担保性から一定の制約を設けることは必要だと考えます。 

その一方で、公共サービスに対するニーズは、多様化し増加していますが、一層の官

から民への移行促進を含めた行政改革の徹底、事業等の選択と集中的実施は、健全な財

政運営のためには不可欠であり、今後とも職員の計画的な定員管理をはじめとする行財

政改革に継続的に取り組むとともに、施策や事業についての仕分け、公と民で行うもの

を区分する仕組み等の具体的な取り組みを行うこと。 

 

５．経済活力の再生 

久留米市はこれまで、農業・商業・工業のバランスがとれた発展をしてきました。今

後も、産業のバランスある発展を進めながら、次代を見通したバイオを中心とした新し

い産業の創出等に取り組むことは重要だと考えます。 

一方、平成２３年春に開業が予定されている九州新幹線のインパクト等を活かしなが

ら、久留米市の潜在的な経済活力を再生する施策を行うこと。 

 

６．その他 

保健所・健康づくりセンターは、保健・福祉サービスが融合した事業が行われること

が必要であり、一般市民にも福祉機能が含まれることが分かりやすい名称、その機能を

表すような名称への変更を要望します。 
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